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告
　
　
　
　
　
示

福
井
県
告
示
第
４
１
０
号

　
家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
９
号
）
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産

大
臣
か
ら
同
法
第
４
条
第
１
項
本
文
の
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
の
通
報
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
８

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
１
１
号

　
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
令
和
５
管
理
年
度
（
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間

を
い
う
。
）
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

第
１
　
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

　
１
　
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

　
法
第
１
６
条
第
１
項
の
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理
区
分
に

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

第
２
　
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

　
１
　
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

　
法
第
１
６
条
第
１
項
の
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理
区
分
に

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
６
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

（
仮
称
）
ア
ク
ロ
ス
芝
原
店

福
井
県
越
前
市
芝
原
三
丁
目
１
字
東
江
崎
１
番
　
外
１
８
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

リ
コ
リ
ー
ス
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
中
村
　
徳
晴

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
４
番
１
号

３
　
変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
の
名
称

変
更
前
：
（
仮
称
）
ア
ク
ロ
ス
芝
原
店

変
更
後
：
ア
ク
ロ
ス
芝
原
店

４
　
変
更
の
年
月
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
２
日

５
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
７
日

６
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
越
前
市
府
中
１
丁
目
１
３
－
７

　
　
越
前
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課

７
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

種
畜
証
明
書

番
     号

家
畜
の

種
類

22118010001
馬

平
成
27年
5月
31日

浅
黄

そ
の
他

福
井
県
福
井
市

益
田
　
正
次

 生
年
月
日

等級級外

品
　
種

名
　
　
号

飼
養
者
の
住
所
お
よ
び

氏
名
ま
た
は
名
称

３
１
．９

０
．４

福
井
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
小
型
魚
）定
置
漁
業

福
井
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
小
型
魚
）漁
船
漁
業
等

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

（
単
位
：
ト
ン
）

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

８
　
意
見
書
の
提
出
先

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
井
北
店

福
井
県
福
井
市
高
柳
二
丁
目
１
１
０
１
番
　
外
５
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

代
表
取
締
役
　
杉
本
　
正
彦

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
７
番
５
号

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

代
表
取
締
役
　
杉
本
　
正
彦

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
７
番
５
号

４
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
お
よ
び
容
量

５
　
変
更
す
る
年
月
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
４
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
運
営
計
画
の
変
更
の
た
め

７
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
３
日

８
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号

　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

９
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
０
　
意
見
書
の
提
出
先

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
９
月
２
２
日
に
福
井
地
方
法
務
局
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
地
方
法
務
局

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
登
記
所
備
付
知
事
作
成
作
業
に
伴
う
基
準
点
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
本
町
一
丁
目
ほ
か
地
区
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
９
月
２
５
日
に
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
道
路
基
準
点

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
０
日
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
三
方
上
中
郡
若
狭
町
日
笠
～
小
浜
市
加
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
若
狭
町
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
若
狭
町

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
３
次
元
デ
ー
タ
計
測
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
若
狭
町
内
一
円
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
６
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

（
仮
称
）
ア
ク
ロ
ス
芝
原
店

福
井
県
越
前
市
芝
原
三
丁
目
１
字
東
江
崎
１
番
　
外
１
８
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

リ
コ
リ
ー
ス
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
中
村
　
徳
晴

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
４
番
１
号

３
　
変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
の
名
称

変
更
前
：
（
仮
称
）
ア
ク
ロ
ス
芝
原
店

変
更
後
：
ア
ク
ロ
ス
芝
原
店

４
　
変
更
の
年
月
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
２
日

５
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
７
日

６
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
越
前
市
府
中
１
丁
目
１
３
－
７

　
　
越
前
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課

７
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

２
０
．１

０
．２

福
井
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）定
置
漁
業

福
井
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）漁
船
漁
業
等

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

（
単
位
：
ト
ン
）

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

８
　
意
見
書
の
提
出
先

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
井
北
店

福
井
県
福
井
市
高
柳
二
丁
目
１
１
０
１
番
　
外
５
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

代
表
取
締
役
　
杉
本
　
正
彦

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
７
番
５
号

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

代
表
取
締
役
　
杉
本
　
正
彦

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
７
番
５
号

４
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
お
よ
び
容
量

５
　
変
更
す
る
年
月
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
４
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
運
営
計
画
の
変
更
の
た
め

７
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
３
日

８
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号

　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

９
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
０
　
意
見
書
の
提
出
先

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
９
月
２
２
日
に
福
井
地
方
法
務
局
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
地
方
法
務
局

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
登
記
所
備
付
知
事
作
成
作
業
に
伴
う
基
準
点
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
本
町
一
丁
目
ほ
か
地
区
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
９
月
２
５
日
に
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
道
路
基
準
点

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
０
日
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
三
方
上
中
郡
若
狭
町
日
笠
～
小
浜
市
加
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
若
狭
町
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
若
狭
町

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
３
次
元
デ
ー
タ
計
測
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
若
狭
町
内
一
円

公
　
　
　
　
　
告
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
６
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

（
仮
称
）
ア
ク
ロ
ス
芝
原
店

福
井
県
越
前
市
芝
原
三
丁
目
１
字
東
江
崎
１
番
　
外
１
８
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

リ
コ
リ
ー
ス
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
中
村
　
徳
晴

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
４
番
１
号

３
　
変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
の
名
称

変
更
前
：
（
仮
称
）
ア
ク
ロ
ス
芝
原
店

変
更
後
：
ア
ク
ロ
ス
芝
原
店

４
　
変
更
の
年
月
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
２
日

５
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
７
日

６
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
越
前
市
府
中
１
丁
目
１
３
－
７

　
　
越
前
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課

７
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

８
　
意
見
書
の
提
出
先

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
井
北
店

福
井
県
福
井
市
高
柳
二
丁
目
１
１
０
１
番
　
外
５
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

代
表
取
締
役
　
杉
本
　
正
彦

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
７
番
５
号

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

代
表
取
締
役
　
杉
本
　
正
彦

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
７
番
５
号

４
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
お
よ
び
容
量

５
　
変
更
す
る
年
月
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
４
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
運
営
計
画
の
変
更
の
た
め

７
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
３
日

８
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号

　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

９
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
０
　
意
見
書
の
提
出
先

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
９
月
２
２
日
に
福
井
地
方
法
務
局
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
地
方
法
務
局

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
登
記
所
備
付
知
事
作
成
作
業
に
伴
う
基
準
点
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
本
町
一
丁
目
ほ
か
地
区
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
９
月
２
５
日
に
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
道
路
基
準
点

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
０
日
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
三
方
上
中
郡
若
狭
町
日
笠
～
小
浜
市
加
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
若
狭
町
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
若
狭
町

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
３
次
元
デ
ー
タ
計
測
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
若
狭
町
内
一
円
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令
和
五
年
十
月
二
十
四
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
６
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

（
仮
称
）
ア
ク
ロ
ス
芝
原
店

福
井
県
越
前
市
芝
原
三
丁
目
１
字
東
江
崎
１
番
　
外
１
８
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

リ
コ
リ
ー
ス
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
中
村
　
徳
晴

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
４
番
１
号

３
　
変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
の
名
称

変
更
前
：
（
仮
称
）
ア
ク
ロ
ス
芝
原
店

変
更
後
：
ア
ク
ロ
ス
芝
原
店

４
　
変
更
の
年
月
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
２
日

５
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
７
日

６
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
越
前
市
府
中
１
丁
目
１
３
－
７

　
　
越
前
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課

７
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

８
　
意
見
書
の
提
出
先

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
井
北
店

福
井
県
福
井
市
高
柳
二
丁
目
１
１
０
１
番
　
外
５
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

代
表
取
締
役
　
杉
本
　
正
彦

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
７
番
５
号

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

代
表
取
締
役
　
杉
本
　
正
彦

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
７
番
５
号

４
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
お
よ
び
容
量

５
　
変
更
す
る
年
月
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
４
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
運
営
計
画
の
変
更
の
た
め

７
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
３
日

８
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号

　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

９
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
０
　
意
見
書
の
提
出
先

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
９
月
２
２
日
に
福
井
地
方
法
務
局
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
地
方
法
務
局

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
登
記
所
備
付
知
事
作
成
作
業
に
伴
う
基
準
点
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
本
町
一
丁
目
ほ
か
地
区
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
９
月
２
５
日
に
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
道
路
基
準
点

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
０
日
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
三
方
上
中
郡
若
狭
町
日
笠
～
小
浜
市
加
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
若
狭
町
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
若
狭
町

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
３
次
元
デ
ー
タ
計
測
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
若
狭
町
内
一
円


